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第1 照会事項 

1 神田警察通りのII期工事区間において既存の街路樹であるイチョウを伐採せ

ずに歩道を拡幅する道路整備は可能か。 

2 上記1のイチョウを伐採しない道路整備が可能である場合、具体的にどのよ

うな道路整備案が考えられるか。 

 

第2 意見 

1 神田警察通りのII期工事区間において既存の街路樹であるイチョウを伐採せずに

歩道を拡幅する道路整備は可能か。 

千代田区が神田警察通りのII期工事区間において既存の街路樹であるイチョウを伐

採せずに歩道を拡幅することは可能です。 

 

現在、千代田区は神田警察通りを複数の区間に分けて、西から東へと順次整備を進

めています。すでにI期工事区間の整備は完了しており、これからII工事期区間の整

備に取りかかろうとしています（図1）。このI期工事区間とII期工事区間は、道路

の寸法が同じであり、既存の街路樹も同じイチョウであるため、空間的な条件は同

等です（図2）。もっとも、Ⅰ期工事区間のイチョウは樹齢１００年とも言われる樹

木もありますが、Ⅱ期工事区間のイチョウの樹齢はⅠ期工事区間の樹木よりも若い

です。そのためⅡ期工事区間のほうが歩道の有効幅員を確保することが容易となっ

ています。 

 

Ⅱ期工事区間の区案では既存のイチョウを伐採しないと歩道の有効幅員２.０メート

ルが確保できませんが、道路整備の方法次第で既存のイチョウを伐採しないで歩道

の有効幅員２.０メートルが確保することは可能です。 

 

Ⅱ期工事区間の区案ではⅠ期工事区間と異なり停車帯を設けています。「神田警察

通り沿道にぎわいガイドライン」により忠実な道路整備にするため停車帯を設けな
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いほうが望ましいと考えますが、仮に停車帯を設けたとしてもイチョウを伐採しな

いで歩道の有効幅員２.０メートルを確保することができます。 

 

千代田区と区民との間で問題となっている歩道の有効幅員2メートルの確保と停車帯

の有無を考慮に入れてもⅡ期工事区間でイチョウを伐採しないで歩道を拡幅する道

路整備は可能です。 

 

「神田警察通り沿道にぎわいガイドライン」では、神田警察通りを3つのゾーンに分

けており、Ⅰ期工事区間とⅡ期工事区間は同じ「歴史・学術ゾーン」に位置付けら

れています。Ⅰ期工事区間は既存の街路樹であるイチョウを伐採せずに活用してい

るのですから、イチョウを伐採せずにⅡ期工事区間の整備ができるのであれば、こ

のガイドラインにより適合することになります(図3)。 

 

 

環境、歴史、景観などの複数の観点からみると、既存のイチョウの伐採は望ましく

ありません。そこで、イチョウを伐採しないで歩道を拡幅する道路整備を実現する

方法について検討しました。いくつか存在する道路整備の方法の中から、本意見書

では、2つの具体的な代替案を提示します。 

 

2 上記1のイチョウを伐採しない道路整備が可能である場合、具体的にどのような道

路整備案が考えられるか。 

 

千代田区が提案しているII期工事区間の整備計画を持つ機能を確保しながら、既存

のイチョウを残す2つの代替案（Ａ案とＢ案）を示します。まず、区案について検討

します。その後、区案に対する代替案（Ａ案とＢ案の両方）のデザイン方針を重要

度の順に紹介します。最後に、Ａ案とＢ案それぞれの詳細について説明します。 

 

2.1 区案の検討 
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まずは、Ⅱ期工事区間の区案の詳細を確認します。区案は、I期工事区間と同様に、

II期工事区間も４車線から３車線に減少させ、歩道を拡幅する計画です。また、既

に完了したI期工事区間と同様に、II期工事区間も歩行者通行空間と自転車通行空間

を区分しています。しかし、II期工事区間の歩道の計画はⅠ期工事区間と大きく異

なります。II期工事区間の整備計画では、歩道の幅を部分的に縮小し、停車帯を設

置します。その結果、歩道の幅は、停車帯がある部分で４.５ｍになり、自転車専用

の通行空間を追加すると、歩行者通行空間が狭くなるためイチョウを伐採すること

になりました（図4）。 

 

バリアフリーのために道路整備するときは「歩道の有効幅員」を２.０ｍにすること

が求められています。Ⅰ期工事区間ではイチョウの両脇に各１.０ｍ以上の幅がある

ので合わせて２.０ｍ以上あると区が解釈しました。車椅子の通行幅１.０ｍなので

それぞれに１.０ｍあればすれ違えるという理由でした。法律上は、千代田区が規則

を定めれば経過措置で例外的に２．０ｍを下回る歩道の有効幅員を認めることがで

きます。しかし、千代田区はこの規則を定めていません。したがって、街路樹の両

脇かまとめた形で2ｍ以上確保する必要があります。 

 

Ⅱ期工事区間の区案は、Ⅰ期工事区間と異なり、「歩道の有効幅員を２.０ｍ以上に

する」という理由で、イチョウを伐採し、代わりにヨウコウザクラを植える提案に

なっています。イチョウより幹の細いヨウコウザクラを植えることにより、歩道の

有効幅員を現状の１.７ｍから２.０ｍまで、３０ｃｍ拡幅するとしています。そし

て、自転車通行空間は停車帯がある部分で１.５ｍ、停車帯がない部分は２.０ｍと

なります（図5、図6）。 

 

人は歩くときにお互いに気を付けながら動くため、また１.７ｍから２.０ｍへ拡幅

しても拡幅幅は３０ｃｍと小さいため、歩行者の行動に大きな影響を与えないとも

考えられます。「移動等円滑化法」に基づき千代田区が規則を策定すれば例外的に

歩道の有効幅員を２.０ｍよりも狭くすることができますが、ここでは千代田区の方

針を尊重し、既存のイチョウを伐採することなく歩道の有効幅員２.０ｍ以上を確保

する代替案を提案します。 
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2.2 方針1：共有空間 

 

代替案の基礎となる方針は「自転車通行可の歩道」にすることです。つまり、歩行

者通行空間と自転車通行空間を区分せず、６.０ｍの広い共有空間にすることです。

お互いの動きやスピードに気を付けながら、全幅６.０ｍを共有することで、自転

車、ゆっくり歩く高齢者、忙しいサラリーマン、車いすを使用する方、ベイビーカ

ーを押す方など様々な利用者が柔軟にこの広い歩道を活用できます。 

 

「自転車通行可の歩道」はサイクリングやスポーツ施設のように自転車の速度は無

制限ではありません。歩行者と共存できる速度で徐行し、歩行者を優先しながら、

歩行者の通行を妨げることがあるときは、一時停止しなければなりません。歩行者

の歩速が時速 ４㎞程度であることから、自転車の利用者は歩行者に自然と配慮しつ

つ、時速 ６～８㎞程度で走ることが期待されます。自転車が歩道を走行することは

道路標識を設置すれば可能で、自転車と歩行者が通路区分なく利用するのは日本で

広く認められています（図7）。現状、II期工事区間の歩道にもこの道路標識があ

り、現在も「自転車通行可の歩道」として機能しています（図8）。 

 

「自転車通行可の歩道」は危険だという意見もあるかもしれませんが、これは歩道

が極めて狭い場合や自転車が高速で走行している場合に限られます。まちなかの自

転車利用者は自身の安全のためにも歩行者に注意を払い、速度を制御しながら走行

しています。逆に、自転車専用レーン（自転車帯）が設置されると、歩行者が入っ

てこないという安心感から自転車利用者は速度を上げる傾向があり、結果として注

意不足や過信による事故のリスクが高まる可能性があります。６.０ｍの広い歩道を

共有することで、自転車と歩行者が自然に互いを意識することになるため、より安

全であると言えます。 

 

2.3 方針2：周辺駐車場の活用 

次に、停車帯に関しては、I期工事区間の計画当時の千代田区の考えと同様に、II期

工事区間で設置しないことを提案します。平成２５年に公開された千代田区・まち
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づくり推進部による「神田警察通り沿道賑わいガイドライン」では「車線数を4車線

から3車線に減少し、駐車レーンを原則廃止するなどの整備を行い、自動車中心から

人と賑わい中心の道路へと転換を図る」（5頁）としています。このガイドラインの

7頁に、神田警察通りと南北に接続する区画道路のパーキングメーターや周辺の駐車

場で対応可能とも書かれています。今年の７月に行った日中と夜間に現地調査の結

果、現在も対応可能と言えます。I期工事区間で長時間駐車しているタクシーやトラ

ックが見受けられましたが、荷捌きの作業を確認できず、運転手の休憩のために利

用されているのではないかと推測できます。 

 ただし、代替案のＡ案とＢ案ともに停車帯を設けた場合にも歩道の有効幅員２.０

ｍを確保することはできます。 

 

2.3 方針3：解放的なデザイン 

千代田区が目指す「人と賑わい中心の道路」への転換を達成するために、ガードレ

ールも設置を控えることも提案しています。銀座の中央通りなど、多くの道路では

ガードレールを利用しないことで、解放感のある美しい景観を達成できています

（図9）。神田警察通りも歩きたくなる質の高い魅力的な景観を目指し、ガードレー

ルを設置しない方針を推薦します。千代田区民と話し合いの結果、必要と判断され

た場合は、景観的にインパクトの小さい、デザイン性の高いボラードを推薦します

（図10）。 

 

2.4 方針4：ベンチの設置 

最後に、各案にはベンチの設置を提案しています。高齢者や体の不自由な方の中に

は頻繁に座る必要があるため、健康維持に重要な設備です。また、街に置かれたベ

ンチに座ることで、偶然の出会いや会話が生まれ、社会的交流が進み、孤立を防ぐ

ことにもつながります（図11）。さらに、既存のイチョウは背の高い成熟した樹木

であるため、その下にベンチを配置することができて、木陰を楽しみながら暑い季

節でも快適に過ごせる環境を提供できます。木陰で気温が下がり、歩行者の熱中症

対策にも貢献します。ベンチはコストが低く、福祉面で大きな効果が期待できるた

め、歩道デザインの重要な要素として推奨します（図12）。 
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2.5 Ａ案「全面舗装」の詳細な説明 

 

現在の整備計画の代替案として、まずＡ案を説明します。Ａ案とＢ案は、上記で説

明した4つの方針に基づいています。Ａ案はシンプルな計画で、６.０ｍの歩道全体

を同じ舗装材料で統一した「自転車通行可の歩道」となります。 

以下で特徴を紹介します（図13、14）。 

• イチョウを伐採せず、既存のものを活用します。 

• イチョウと道路境界との間は１.７ｍ、車道との間は３.３ｍがあるため、必

要に応じて２.０ｍ以上の歩行者通行幅が確保できます。 

• 仮に停車帯を設置した場合には、歩道は停車帯がある部分は４．５ｍとなり

ます。街路樹であるイチョウの植樹マスを１.０ｍとしてもイチョウの両側に

それぞれ１.７ｍと１．８０ｍをとることができ、I期区間と同様の考えで歩

道の有効幅員は合わせて２.０ｍ以上を確保できます。１．７ｍと１．８ｍの

寸法は植樹マスまでの平均的な距離であり、イチョウの幹までの距離は約＋

２０～３０ｃｍになりますので、植樹マスのデザインによって、まとめた

２．０ｍの幅員も確保できます。いずれにしても、歩道の幅が駐車帯によっ

て狭くなるのを緩和するために、II期区間沿いの駐車帯をイチョウの間やイ

チョウがない場所に分散させることができます。 

• ガードレールを排除し、解放感をもたらすとともにコスト削減を実現しま

す。 

• イチョウが並んでいる通り芯沿いにベンチを設置し、木陰で休める場を提供

します。 

 

目の高さのイメージパースで、現状、区案、Ａ案を比較すると、シンプルなデザイ

ンがもたらす開放的な歩道を確認できます（図15）。また、俯瞰のイメージパース

で道路全体のデザインを確認できます（図16）。イチョウは季節ごとにさまざまな

姿を見せ、四季を感じることのできる場所となり、人々はその変化を楽しみ、にぎ

わいをつくりだします。統一した舗装により、祭りやキッチンカーの設置など、イ

ベント時にも柔軟に対応可能な歩道となります。ベンチの配置、舗装の材料、そし
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て住民が育てる花壇などの追加の様相について住民と共同作業を行い、参加型で計

画をカスタマイズできます。 

 

2.6 Ｂ案「四季の道」の詳細な詳細 

 

シンプルなＡ案に対して、Ｂ案ではランドスケープデザインを活用し、豊かな「四

季の道」を実現します。千代田区がイチョウの代わりにヨウコウザクラを提案する

理由は、樹木が小さいだけでなく、満開時に鮮やかなピンクの花を咲かせることが

挙げられます。このピンク色の並木によって、多くの訪問者を呼び込み、「賑わ

い」を創出しようとしています。しかし、ヨウコウザクラの花が咲く期間は最長で

２週間と短く、国内の多くの場所でよく見かけるため、その間でも訪問者が少ない

可能性があります。 

 

千代田区が目指す魅力的な植物による賑わいを一年中得られるように、Ｂ案では季

節ごとに花が楽しめる多様な植物を選定しています。いつ訪れても、樹木と花の多

様性から華やかな色彩が生まれます。視覚的な魅力だけでなく、この案は緑化の面

積を増やすことで、Ａ案よりもさらなる冷却効果が期待でき、熱中症やヒートアイ

ランド現象への対策にもなります。以下に特徴を紹介します（図17、18）。 

 

• イチョウを伐採することはなく、既存のイチョウを活用します。 

• イチョウとイチョウの間のスペースを活用して、適切に多様な樹種を加えま

す。 

• イチョウの周りに花壇を追加します。この花壇の境界となる部分は三次元的

に多様な形を持っており、部分的にベンチとしても使えます。道路境界線と

花壇、車道と花壇の間の寸法はどこでも必ず幅２.０ｍ以上に場所を確保しま

す。 

• この案も、ガードレールをなくすことにより、解放感が得られ、コスト削減

を提案しています。 

 

Ａ案に比べて、Ｂ案では歩道のデザインが多様化され、滞留空間を促進する計画と

なっています。令和４年６月に千代田区が発表した「千代田区ウォーカブルまちづ
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くりデザイン」においても、滞留を促進する空間としてベンチの設置が推奨されて

います。このII期工事区間の計画を見直すことにより、区の方針を実現する機会を

提供します。 

 

目の高さの視点から現状や区案、Ｂ案と比較すると本案の視覚的な魅力が伝わりま

す（図19）。俯瞰図で道路全体のデザインを確認できます（図20）。多様な形の花

壇やベンチ、各季節に咲く植物により、一般的な桜並木以上に、観光客が訪れて写

真を撮りたくなる場所となり、神田警察通りの知名度も向上します(図21)。 

 

しかし、この案は観光客だけのためではありません。住民が日常的に座ったり、植

物を見てリラックスしたり、夏に木陰と植物の冷却効果を楽しむなど、住民にとっ

て利用しやすい歩道を目指しています。ベンチの配置や舗装デザイン、植栽選定

は、住民参加型のデザインプロセスを通じて確定できます。 

以上 

















図8 II期区間の歩道に「普通自転車及び歩行者等専用」の規制標識と「歩行者優先」の補助標識が利用されています（２０２４年７月撮影）。





図10 千代田区丸の内中通の車道と歩道を区分するボラードは景観に対して比較的影響が少ない（２０２４年７月撮影）。























図21 B案「四季の道」春の風景（上）秋の風景（下）花壇やベンチの様々な形、各季節に咲く植物による多様性がある歩道空間




